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資料３   

国の経済対策の状況について 

 

１．国の第２次補正予算案（追加経済対策）の主な項目 

 ・雇用調整助成金の上限額の引き上げ 

雇用調整助成金の上限額を日額８,３３０円から１５,０００円に増 

   額し、申請手続きも簡略化。 

 

・休業手当がもらえない従業員への支援 

勤め先から、休業手当が支払われない従業員を支援するため、現金 

   を支給する新たな制度の創設。 

 

  ・地方への支援 

地方自治体の感染症対策を支援するための交付金を増額。 

   

  ・飲食店などへの家賃負担の軽減 

家賃負担に苦しむ飲食店などを支援するため、売り上げが急減した

中小企業などを対象に１ヶ月あたり５０万円を上限に家賃の３分の２

までを半年分補助する「特別家賃支援給付金」を導入。（個人事業主は

最大月２５万円を給付） 

 

  ・大企業などへの資本支援 

業績悪化に苦しむ大企業などの財務基盤を支えるため、劣後ローン

や優先株による資本支援の実施。 

 

  ・困窮学生への給付支援 

    アルバイトが減ったことなどで困窮する大学生や専門学校生への対

策として、１人当たり１０万円を給付。（特に困窮したケースでは２０

万円を給付） 

 

・中小規模農家向けの助成金の創設 

家族経営や集落営農といった中小規模農家が行う生産性向上や販路 

   開拓などの取組みに対する助成金の新設。（上限１５０万円） 
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２．雇用調整助成金【厚生労働省】 

 

・申請様式、添付書類の一部が簡素化されたものの、未だ手続きに時間 

を要する。（岐阜労働局への申請件数は２７６件、支給実績は７４件。 

（５月１５日現在）） 

 

    → 県、県商工会議所連合会、県商工会連合会、岐阜県産業経済振 

興センターで実施する「休日経営相談会」において、社会保険 

労務士による無料相談を実施（事前予約制）。 

（５月１６日（土）から開始。毎週土日・祝日に開催） 

 

      ＜当面の予定（５月開催分）＞ 

（１） 岐阜会場 

場 所：岐阜県産業経済振興センター 

    開催日：毎週土日・祝日 

（２） 岐阜会場以外 

 ５月１６日（土） 郡上総合庁舎 

 ５月１７日（日） 西濃総合庁舎 

 ５月２３日（土） 飛騨総合庁舎 

 ５月２４日（日） 東濃西部総合庁舎 

 ５月３０日（土） 中濃総合庁舎 

 ５月３１日（日） 恵那総合庁舎 

       ※岐阜労働局においても、平日のみ、社会保険労務士による 

申請サポートを実施 

 

    → 申請から支給決定に至るまでの処理期間の設定、休業手当支給 

前の助成金申請、添付書類の更なる簡素化等について、全国知 

事会を通じて国に提言 

※小規模事業者は申請様式が半減（６→３）、中小企業者は「平

均賃金」や「所定労働日数」の算定が大幅に簡素化。オンラ

イン申請が本日（５月２０日）より開始。 

 

    → 県事業として「雇用調整助成金上乗せ助成金」制度を創設。 

      （市町村が上乗せ助成を行う場合、県がその一部を負担） 
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３．持続化給付金【経済産業省】 

 

・Ｗｅｂによる電子申請のみのため、自身で申請を行うことが困難な事 

業者も多数。 

  ・国のコールセンターに電話がつながらず、申請手続き等の確認や相談 

ができない状況。 

  ・申請の詳細なＱＡが示されていないため、商工会議所や商工会等の支 

援機関においても、事業者の申請支援が困難。 

 

 → 国において各商工会議所に申請サポート会場を開設。 

（完全事前予約制） 

 

→ スペースの問題で設置できない所については、県有施設等の活

用を調整し、会場確保を支援。 

 

      ＜開設日＞ 

       ５月１４日～ 岐阜 

       ５月２１日～ 関、美濃加茂、中津川 

       ５月２２日～ 恵那 

       ５月２３日～ 各務原 

       ５月２４日～ 羽島、高山（飛騨・世界生活文化センター） 

       ５月２８日～ 美濃、神岡、大垣（ソフトピアジャパン）、 

可児（可児市勤労者総合福祉センター） 

       調整中    多治見（セラミックパークＭＩＮＯ）、土岐、 

瑞浪 

 

    → 上記申請サポート会場だけでは処理数に限界があると考えられ 

ること、また、申請サポート会場での支援を受けるためには、 

申請に必要な書類を全て揃えて行く必要があることから、商工 

会議所や商工会等が事業者へのサポートが出来るよう、詳細な 

ＱＡの開示、さらには代理申請業務の許可を求めていくことも 

必要。 
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雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します 
 

～オンラインによる申請受付も始まります～ 
 

先般（５月６日）、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてお知

らせしましたが、具体的な内容が決まりましたのでお知らせします。 

また、５月 20日（水）より雇用調整助成金のオンライン受付を開始します。 

これらにより、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の 

一層の迅速化を図ります。 

 

 

１.小規模事業主の申請手続の簡略化について 
 

  雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員１人当たりの平均賃金額

を用いて助成額を算定していました。 

  今般、小規模の事業主（概ね従業員 20人以下）については、「実際に支払っ

た休業手当額」から簡易に助成額を算定（※）できるようになりました。 

また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムー

ズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。 
 

※  助成額 ＝「実際に支払った休業手当額」×「助成率」 

 
 
２．雇用調整助成金のオンライン申請開始について 
    

これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなけれ

ばなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの

申請受付を開始します（5 月 20 日（水）12:00 より）。ホームページは次の

とおりです。 

なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が

必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。 

 

  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ 

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
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３．休業等計画届の提出を不要とすることについて 
    

雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画

届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和２年６月

30日までの事後提出を可能とし、２回目以降の提出は不要としていました。 

今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を

不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。 
 

※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査

に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。 

 

 

４.助成額の算定方法の簡略化について 
 

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃

金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出で

きるようになりました。 
 

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書

を用いて、１人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。 

この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。 
 

(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整

助成金の支給要領をご覧ください。 
 

① 休業等実施前の任意の１か月を基に「年間所定労働日数」を算定 

    ② 「所定労働日数」の計算方法の簡略化 
 
 

５.雇用調整助成金の申請期限について 
 

  雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から２か月以内

となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った

場合、特例として、支給対象期間の初日が令和２年１月 24日から５月 31日

までの休業の申請期限を令和２年８月 31日までとします。 

  また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきます

が、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、

その時点から支給申請をすることができます。 

 

（※）なお、緊急雇用安定助成金についても１～５と同様の取扱いとなります。 

 

【公表資料】 
    〇小規模事業主の申請様式対照表 

  〇雇用調整助成金支給申請マニュアル 

  ○「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について 



①

②

③ ①

④ ②

⑤

⑥ ③

従前の申請様式

　（休業等）支給申請書

見直し後の申請様式

小規模事業主の申請様式対照表

申請様式は６種類から３種類に半減

助成額算定書
休業手当総額から簡易に

算定可能になったことにより不要

実績一覧表

提出不要

あ（※）すべての事業主について不要

支給申請書に記載することにより不要
（※）売上などのわかる書類は支給申請書に添付

計
画
届
提
出
時

支
給
申
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書
提
出
時

雇用調整事業所の事業活動の
状況に関する申出書

休業等実施計画（変更）届

支給要件確認申立書


